
小型鯨類の漁業と資源調査（総説）
ここでは国際捕鯨委員会（IWC）の分類に従い、小型鯨類

を、マッコウクジラ、ミナミトックリクジラおよびトックリ
クジラを除いた歯鯨類と規定する。IWC は 1982 年に商業捕
鯨モラトリアムを採択し、1987 年度漁期を最後に大型鯨類
を対象とする全ての商業捕鯨を停止した。一方、小型鯨類は
IWC の管轄外であることから、我が国では政府の管理の下
に漁業が継続され、現在に至っている。これらの漁業に対し、
近年、国内外の過激な環境保護・動物愛護団体などとの軋轢
が高まっているが、我が国の方針である鯨類を含む海洋生物
資源の持続的利用を推進していく上で、小型鯨類を捕獲する
現行漁業と、その対象資源を慎重かつ適切に管理していくこ
とが重要である。

1. 小型捕鯨業およびいるか漁業の現状

我が国の小型鯨類漁業は、農林水産大臣の許可漁業である
小型捕鯨業と知事許可漁業であるいるか漁業に分かれる。後
者はさらに漁法によって二分される（後述）。

小型捕鯨業は、6 事業体（2008 年に一部合併、2014 年に
1 事業体の撤退などがあった）5 隻の捕鯨船（図 1）で操業
が行われている。総トン数 50 トン未満で口径 50 mm 以下
の捕鯨砲を装備した小型捕鯨船に 3 ～ 7 名の乗組員が乗り
込み、主に距岸約 50 海里以内で操業している。捕獲個体は
許可を受けた鯨体処理場に陸揚げして解体処理する（それま
では鮮度保持以外の処理はしない）。現在許可されている鯨
体処理場は、北海道網走、北海道函館、宮城県鮎川（石巻
市）、千葉県和田（南房総市）、和歌山県太地の 5 か所である。
2017 年の小型捕鯨業の捕獲枠は、ツチクジラ 69 頭（網走 4
頭、函館 10 頭、鮎川・和田 55 頭）、タッパナガ 36 頭（鮎川）、
マゴンドウ 36 頭（太地・和田）、オキゴンドウ 20 頭（太地）
である。このうちツチクジラ（太平洋系群）については、前
年捕り残し分の繰越しが認められている。捕獲実績を表 1 に
示す。対象種のうちツチクジラについては魚種別解説に詳し
く説明されている。小型捕鯨業に従事する捕鯨船は、2002
年よりミンククジラを対象とした沿岸域の鯨類科学調査に参

加するようになり、2017 年からは春から秋季にかけての年
間約 5 か月間、4 から 5 隻が同調査に専従している。2017
年は、操業努力量は同時期に操業していた 1990 年代以前に
比して少なく、捕獲実績も低くなったが、2018 年は科学調
査が順調に推移し、操業にあてられる期間が延びたことから、
捕獲実績は回復した。

いるか漁業は、漁法によって突棒漁業（沖縄県の石弓（パ
チンコ）漁法は行政上突棒漁業に分類）と追い込み漁業に分
類できる。突棒漁業は手投げ銛で突き取る漁法である。現在
は、北海道、岩手県、宮城県、和歌山県および沖縄県が漁業
者に捕獲枠を与えている。岩手県、北海道、宮城県の突棒漁
業については魚種別解説のイシイルカの項を参照していただ
きたい。沖縄県（名護市）の突棒漁業は独特の漁法である。
石弓を船首に取り付けて銛を飛ばすもので、別名パチンコと
も呼ばれる（図 2）。和歌山県の突棒漁業はかつては小規模
な漁業であったが、1991 年にハナゴンドウを多く捕獲し拡
大した。追い込み漁業は、鯨群を湾内に誘導し、網で仕切っ
てから水揚げするものである。本漁業は、和歌山県（太地町、
図 3）および静岡県（伊東市富戸）が漁業者に許可を与えて
いるが、静岡県では近年、捕獲実績はない。大部分の漁獲物
は食用となるが、オキゴンドウ、ハンドウイルカ、ハナゴン
ドウ、マゴンドウ、マダライルカ、カマイルカ、シワハイル
カおよびカズハゴンドウの一部は水族館の飼育展示用として

図 1. 網走港に接岸中の小型捕鯨船

図 2. 沖縄県の突棒（石弓）漁船

図 3. 和歌山県の追い込み漁業操業風景
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生きたまま販売される。本漁業は飼育個体の重要な供給源と
なっている。

いるか漁業の捕獲枠および捕獲実績を表 1 に示す。水産庁
は 2006 年 12 月に、カマイルカを新たにいるか漁業対象種
に追加し、2007 年に捕獲枠の配分を行った。2008 ～ 2009
年にかけての漁期では、千葉県および静岡県において活用さ
れていなかったスジイルカの捕獲枠がこの年度に限って和歌
山県および沖縄県に割り当てられた。また、2010 年から宮
城県によるリクゼンイルカの捕獲には、県間の調整によって
隣接する岩手県の枠も利用されている。2017/18 年漁期では、
シワハイルカおよびカズハゴンドウを新たにいるか漁業対象
種に追加し、和歌山県および沖縄県に捕獲枠が割り当てられ
漁獲が行われた。

上記漁業の動向に混獲、座礁・漂着を加えた小型鯨類の統
計は、1999 年（暦年）分までは IWC への提出文書（Japan 
Progress Report on Cetacean Researches）に含めて報告され、
2000 年分からは水産庁のウェブサイト（捕鯨の部屋）に公
表されている。

2. 鯨類資源調査のニーズ・現状

鯨類資源調査のニーズは、まず対象資源の適切な保存と管
理を行うための科学的根拠を構築することにある。このため
に、対象資源の系群構造を明確にし、資源量を正しく把握し、
再生産率を求め、資源管理モデルを開発して、資源の持続的
利用を図っていく。しかし、小型鯨類資源調査のニーズはこ
れらにとどまらない。かつて公海流し網の操業停止に至るほ
どに深刻化した鯨類の混獲問題への対処、漁業資源を巡る人
間と鯨類の競合問題への対処にも鯨類資源研究の明確なニー
ズがある。また、近年では、水族館での展示生体の適切な利
用、ドルフィン・ウォッチング、ドルフィン・スイムなどの
管理にも対象種の資源調査が必要と考えられる。さらに、潜
在的ニーズとして、海洋における生物多様性の保持と将来へ
の継承のためにも希少種を含めた鯨類資源研究が必要である
ことは言うまでもない。

鯨類の資源調査では、漁業と独立した目視調査による資源
量推定法が確立されている。国際水産資源研究所（国際水研）

表 1. 漁業形態および根拠地別の小型鯨類捕獲頭数（2007 ～ 2017 年）
捕獲頭数は暦年、小型捕鯨・追い込み漁業は属地統計、突棒漁業は俗人統計。いるか漁業の捕獲枠の年度は、イシイルカ・リクゼンイル
カは 8 月から翌年 7 月まで。和歌山県では 2006 年から 9 月から翌年 8 月まで。他は 10 月から翌年 9 月まで。表中の捕獲枠は、2016 年
度（16/17 年漁期）/2017 年度（17/18 年漁期）。
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が主体となり年間延べ 50 ～ 100 日に及ぶ船舶を用いた目視
調査航海を行い、主要鯨類の資源量を分析している。これら
の航海の多くは、予め定められたコースおよび速度で航走し
ながら、調査員が双眼鏡あるいは肉眼によって船上から探索
を行うものである（図 4）。大型鯨類の資源量データ取得を
目的とする航海においても、小型鯨類の分布および資源量に
ついての情報を並行して収集している。これら調査航海では
各種の実験なども行っており、系群研究のための皮膚組織の
バイオプシー（1993 年より）、行動解析のためのダートタグ
装着（1998 年より）やポップアップタグ装着（2002 年より）
も実施している。これらは遊泳中の小型鯨類を捕獲すること
なく、船上から実施できる調査手法である。また、目視調査
中に撮影された写真を用いた個体識別による個体の消長や移
動などの解析を目的としたデータも収集されている。さらに、
対象資源の特性に応じて航空機による目視調査が実施されて
いる（適用例：スナメリ。魚種別解説に詳しい）。

資源調査のもう一つの柱は、漁獲物調査である。小型捕鯨
業については水産庁国際課捕鯨班と連携して監督業務を兼ね
た調査員を捕鯨基地に派遣し、漁獲物について詳細な生物調
査を実施している（性別、体長、年齢（歯牙の計測と採取）、
性成熟と繁殖状態（精巣、精巣上体、乳腺、子宮、卵巣、胎
児の計測と採取）、脂皮厚の計測、外部形態計測、DNA 試料

（表皮組織片）の採取、肋骨、脊椎骨の計数など）。また、捕
鯨船では操業努力量（探鯨時間、追尾時間など）、発見捕獲
位置、時刻などの操業に係る情報が記録されている。

いるか漁業の漁獲物調査については、小型捕鯨業の調査に
準じ、各地の状況に応じて調査を実施している。和歌山県の

追い込み漁業については、国際水研が詳細な調査を実施して
いる（図 5）。追い込み漁業は生体を得られる漁業であるため、
国際水研は、衛星標識など各種の標識を装着して放流し、移
動ルートや回遊範囲を把握する調査も実施している。沖縄県
では漁業管理施策の一環として、漁業者から漁獲物の体長・
性別や年齢、系群研究用の試料を収集し、分析を国際水研に
依頼している。

3. これまでの調査結果・推定資源量・資源管理

前回（2007 年までに公表）の推定値は、データ取得か
ら 10 年以上が経過しており、特にマゴンドウとハンドウイ
ルカについて推定値の改訂作業が求められていた。そこで
2014 年に、分布状況の把握と資源量推定値の更新を目的に、
複数船舶を利用した広域一斉目視調査が実施され、資源量推
定値が更新された（表 2）。目視調査に付随した実験からは、
データロガーやポップアップタグによるツチクジラ、スジイ
ルカ、カマイルカ、オキゴンドウの潜水時系列データが得ら
れている。g(0)（目視調査線上の発見確率）推定や摂餌生態
解明のためにさらにデータを蓄積中である。また、資源量推
定に関しては、従来の推定法に代わり、海洋環境も考慮した
空間モデルを応用した新たな手法による解析にも取り組んで
いる。

漁獲物調査から得られた試料によってツチクジラ、マゴン
ドウ、ハンドウイルカ、イシイルカ、カマイルカの系群研
究が進められており、得られた系群構造に関する知見が資

図 4. 鯨類を探索中の調査員（目視調査航海） 図 5. 太地における漁獲物調査

表 2. 主な小型鯨類の資源量推定値

Copyright (C) 2019　水産庁　水産研究・教育機構　All Rights Reserved

平成 30 年度国際漁業資源の現況 47　小型鯨類の漁業と資源調査（総説）

47 ー 3



源管理に適用されている。2007 年にはイシイルカの魚種別
解説に示された Potential Biological Removal（PBR）（Wade 
1998）の考え方が水産庁によって導入され、以降の捕獲枠
の設定に活用されている。
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